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九 州 地 方 整 備 局

建設コンサルタント業務等における
更なる品質確保に向けた対策について

～調査基準価格を下回って契約した業務の品質確保対策を実施～

九州地方整備局では、建設コンサルタント業務等において調査基準価格を
下回る業務が依然として増加しており、良好な品質確保への影響が懸念され
る。平成１９年度の業務成果においても７０点未満の業務成績を付与された
業務が、調査基準を下回った業務以外では全体の５％であるのに対し、調査
基準を下回った業務の場合は全体の２２％を占める結果となっている。

このような背景から、調査基準価格を下回って契約した業務の品質を確保
するため測量・地質業務関係では、主任技術者の現場常駐の義務付けなど、
更なる対策を試行的に実施することとしました。

○調査基準価格を下回って契約した業務の発生状況
・建設コンサルタント業務全体における発生率

平成１９年度 発生率 ％→平成２０年度 発生率 ％（ 倍）１５ ２４ １．６

発生率・土木関係コンサルタント業務における
平成１９年度 発生率 ％→平成２０年度 発生率 ％（ 倍）１５ ２５ １．７

・地質調査業務の発生率
平成１９年度 発生率 ％→平成２０年度 発生率 ％（ 倍）２６ ４７ １．８

・測量業務の発生率
平成１９年度 発生率 ％→平成２０年度 発生率 ％（ 倍）２２ ２１ １．０

※平成20年度は、12月末現在（予定価格が１千万円以上の価格競争入札）

○調査基準価格を下回って契約した業務における品質確保対策

【履行中の監督強化】
（具体的な対策内容）

『測量業務』
（１）測量業務の現場作業は主任技術者の現場常駐を義務づけ
（２）測量業務の担当技術者は、有資格者であること
（３）測量作業（公共測量作業規程によらない）においても、国土交通省公

共測量作業規程に定める第三者機関による検定の義務づけ
（４）測量の点検測量については、主任技術者の立ち会い又は自らの実施の

義務づけ

『地質調査業務』
（１）地質調査業務の現場作業は主任技術者の現場常駐を義務づけ
（２）地質調査業務の担当技術者は、有資格者であること



『土木関係コンサルタント業務』
（１）土木関係コンサルタント業務において現地調査を伴う場合は、管理技

術者の現場常駐の義務づけ
（２）土木関係コンサルタント業務において実施内容確認のための業務実施

報告書を最低月１回、管理技術者からの提出の義務づけ

【第３者による妥当性確認の義務づけ】
（具体的な対策内容）

『土木関係コンサルタント業務』
※既に実施中である第３者照査に以下の項目を追加

（１）第３者照査を実施する企業及び技術者に対し、同種又は類似業務の実
績の義務づけ

（２）第３者照査を実施する照査技術者に対し、納品時における立会いの義
務づけ

【業務実績評価の制限】
（具体的な対策内容）

（１）業務実績評価の制限として、調査基準価格を下回った業務の成績が
７０点未満は、企業及び管理技術者の実績として認めない

（適用業務）
（１）については、測量、地質、土木関係コンサルタント業務に適用

】【優良業務表彰の対象者から除外
（具体的な対策内容）

（１）優良業務表彰の対象から除外する
（適用業務）

（１）については、測量、地質、土木関係コンサルタント業務に適用

○試行時期
○平成２１年２月２３日から入札手続きを開始するもの

（問い合わせ先）

九州地方整備局 ０９２－４７１－６３３１（代表）
０９２－４７６－３５４６（技術管理課直通）

企画部 技術開発調整官 桒野 修司 （内線３１２０）
く わ の しゅうじ

技術管理課長 久野 隆博 （内線３３１１）
ひ さ の たかひろ

技術管理課長補佐 辻 英明 （内線３３１４）
つじ ひであき




